
　 原発事故による損害賠償請求のための司法書士による個別相談会を開催します。相談は 無料 です。

● ：

● ：

※ 事前予約が必要です。１１月２９日（金）までに生活環境課まで電話でお申し込みください。

（電話５８２－２１２３）

司法書士による個別相談会開催について

開 催 日 時 １２月１４日（土曜日）午後１時～午後５時

（１回３０分以内 一人１回まで）

開 催 場 所 桑折公民館（桑島）

（説明していただいた栃木県の職員） （熱心に説明を聞く参加者） （質問する参加者）

（設備を視察する参加者） （参加者で記念撮影）

放射能対策推進町民会議だより
第４０号　　令和元年１１月２０日発行　　会長：髙橋　宣博

事務局：桑折町生活環境課　 ☎024-582-2123

令和元年度視察研修を開催しました

　 １０月２９日に町民会議のメンバー３１名で視察研修を実施いたしました。

   今年度の視察研修は、事業目的の一つでもある「原子力エネルギーの代替となる再生可能エネルギーに関

する事業の推進活動」として、２０２２年に開催される「いちご一会栃木国体」のメイン会場になる、栃木県総合

運動公園内の新武道館に設置された地中熱利用設備（地中熱ヒートポンプシステム）を視察しました。

   地中熱利用は、節電効果と温室効果ガスの排出削減となり地球温暖化対策のひとつ、現在建設を進めてい

る役場新庁舎で設置する予定であり、今後町民の皆様にも身近な再エネ設備の一つになるものと考えており

ます。

　 研修では、栃木県環境森林部地球温暖化対策課の職員から、地中熱利用に取り組む背景や栃木県が行っ

た具体的取組・地中熱利用拡大等について説明していただき、その後、施設内に設置してある地中熱ヒートポ

ンプシステムを見学させていただきました。

参加者からは、

　・地中熱利用について仕組みを理解することができよかった。

　・役場新庁舎にも設置を予定しているようであるが、率先して町が再エネに取り組むことにより民間に広がっ

ていくことを望んでいる。　　等の意見がありました。

　 再生可能エネルギーについて理解を深める大変有意義な研修となりました。


